


令和 5 年度 

都道府県医師会「警察活動協⼒医会」連絡協議会 

令和６年２⽉２３⽇（⾦） 

１３：３０〜１５：００ 

     ⽇本医師会館 3 階⼩講堂・ホール 

１． 報告 

（１）⽇本医師会から 医会名称決定の経過 

 「警察活動に協⼒する医師の部会（仮称）」の業務の整理 

  ・刑事課、交通課に係る死体検案、検視⽴会業務 

  ・留置⼈の健康管理 

  ・警察官、警察職員に関する警察産業医 

  ・その他（虐待やＤＶ、性犯罪に関する協⼒業務） 

 ・「警察医」という名称については法律上の正式名称ではない、活動実態 

  が地域ごとに必ずしもいっちしないなどの理由で、使⽤が難しい。 

 ・委員会で検討した結果「警察活動協⼒医会」とすることで合意が得れれ 

  た。ただし既存組織の名称変更を求めないとした。 

 （２）国における死因究明等施策の推進―厚労省 

    各都道府県に設置されたがその活動は⼗分とはいえない 

   令和 6 年 5 ⽉ごろに第 2 次死因究明等推進計画を策定予定 



  その中で、⼤規模災害時の⾮常時に対応できるように、死因究明等推進 

  地⽅協議会等を活⽤し、平素から各都道府県の医師会、⻭科医師会を 

  始め警察、保健所、郡市区等の医師会、⻭科医師会等の実務を担う関係 

  者が⽇ごろから顔が⾒える関係性の構築に努めることが重要 

  死因究明等に係る⼈材の育成―死体検案研修会の研修内容、⽅法の充実  

  を図り、広く医師に対して参加を働きかけ、警察の検視・⽴会、検案医 

  の数を増加させる必要がある。 

（２）警察の死体取扱業務似ついてー警察庁刑事局捜査第⼀課検視指導室 

解剖率は微減傾向、司法解剖数は微増傾向→法医学教室等との協⼒関係

を強化、構築していく必要がある 

死亡時Ａｉの実施率は微増傾向（病院での死亡前・後のＣＴは除く） 

⇒死亡時画像診断が実施可能な医療機関との協⼒関係を強化する 

（３）死体検案に関する報酬のありかたについて 細川常任理事  

１． 検案料の⽀払い基準 

２． ⼤規模災害時の検案について、報酬、検案書料⾦のあり⽅ 

今回、検案料の⽀払い基準を提⽰し検案・検視⽴会に従事する医師にアンケ

ート調査を⾏う予定。 

 

 



令和 5 年度 

都道府県医師会「警察活動協⼒医会」学術⼤会 

   令和 6 年 2 ⽉ 23 ⽇（⾦） 

15：15〜18：10 

 ⽇本医師会 ⼤講堂 

第Ⅰ部 基調講演  

「⼤規模災害時の DVI 活動における多職種連携の重要性」 

      国際医療福祉⼤学医学部講師 本村あゆみ先⽣ 

 今回の能登半島地震における検案―法医学者 19 名参加 

 移動⽇を含め 5 ⽇間（実働 2 ⽇） 

  派遣された法医学者は、⽇本医師会と警察庁の協議で検案 JMAT 

  として派遣された 

海外では法医学活動を、Disaster Victim Identification=DVI と呼称 

PhaseⅠ：現場での遺体を含めた試料等の採集 

PhaseⅡ：遺体安置所における放射線検査、体表の観察、解剖による死因 検

索、⻭科所⾒や DNA 資料採取など 

PhaseⅢ：⽣前の資料収集 

PhaseⅣ：⽣前（Antemorteｍ）データ、死後（Postmortem）データの照合 

PhaseⅤ：その報告（検案書作成） 



災害時には検案＋⾝元調査が主要⽬的⇒多職種による Team 

⽇本にはまだ組織されていない 

千葉⼤学法医学研究センターと国際医療福祉⼤学医学部法医学教室が 

協同して 2016 年から千葉⼤規模災害時 DVI 訓練として、千葉県医師会、 

千葉県⻭科医師会、千葉県警察、千葉県防災危機管理部および周辺市町の 

担当部署、海上保安庁、他府県法医学関係者が参加して多職種連携訓練を 

実施した。災害時の遺体取扱いに関する知識＋スキル向上、⾒学＋ディスカ

ッションを通じての多職種の役割の相互理解を⽬的としている。 


